
▶ 新築及び解体後新築

西１丁目３番地 空き地 中古住宅 持ち家（実家等） 敷地内建築

分譲地を購入し、２年以

内に住宅を建築した者

総合中心地内の宅地を購

入し、住宅を建築した者

中古住宅を購入し、住宅

を解体した後、新たに住

宅を建築した者

持ち家住宅（実家等を含

む）を解体した後、新た

に住宅を建築した者

村内の実家等住宅の敷地

内に新たに住宅を建築し

た者

移住定住世帯

その他世帯

▶ 中古住宅の購入、リフォーム等

持ち家

子育て世帯

移住定住世帯

村内賃貸住宅居住世帯

すべて
移住定住世帯

子育て世帯

中古住宅を購入し、リ

フォーム工事や増改築工

事を行った者

中古住宅を購入し、居住

する者（リフォーム工事

や増改築工事未実施）

持ち家のリフォーム工事

や増改築工事を行った者

工事費の２０%

上限１００万円
なし

工事費の３０%

上限８０万円

（５０万円を超えた分は商品券）

なし

１３０万円 ３０万円 ８０万円

建築費の５%

上限１００万円

２５万円／人

上限１００万円

１０万円／人

上限３０万円

対象工事等

補助金

商品券
１０万円／人

上限３０万円

合計（最大）

種別

対象世帯

対象世帯

種別

大潟村住まいづくり支援事業費補助金

中古住宅

移住定住世帯

子育て世帯
すべて

なし

８０万円
移住定住世帯：２００万円

その他世帯：１３０万円

建築費の５％

上限８０万円（５０万円を超えた分は商品券）

対象者

補助金

商品券

合計（最大）

外構工事及び、外壁や屋根の塗装などの単に修繕を目的としたものは対象工

事になりません。

子育て世帯：18歳以下の者を含む世帯

移住定住世帯：移住者を含む世帯

移住者：移住のために村外から村内に住所を異動した者（異動日が、対象と

なる工事の契約もしくは中古住宅の取得の日から起算して3年以内の者）で

次のア又はイに該当する者

ア 村内から村外に住所を移し、在学期間を除き継続して3年を超えて村外

に居住した後、再び村内に住所を定める者

イ 村内に住所を定めたことがない者（転入の目的が修学又は一時的な赴任

等の場合を除く。）


